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貸 借 対 照 表

計 算 書 類



（単位　百万円）

［ 資　産　の　部 ］ 　［１５８，２３９］ ［ 負　債　の　部 ］   ［　８０，０３２］

［ 資　本　の　部 ］   ［　７８，２０６］

　

０

建 物

建 設 仮 勘 定

社 債

長 期 借 入 金構 築 物

退 職 給 付 引 当 金車 両 運 搬 具

器 具 備 品

３０，２３９

２

３，０６４

長 期 借 入 金

未 払 法 人 税 等

４，７０８

未 払 金

借 地 権

資 本 剰 余 金

投 資 そ の 他 の 資 産 そ の 他 資 本 剰 余 金

貸 借 対 照 表

（平成１６年２月２９日現在）

流 動 負 債

買 掛 金現 金 及 び 預 金

流 動 資 産 ３８，６６５

５，７４９

金 額科 目 金 額 科 目

合 計

当 期未 処分 利益

差 入 保 証 金

長 期 前 払 費 用

合 計

貸 倒 引 当 金

任 意 積 立 金

自 己 株 式

別 途 積 立 金

売 掛 金

５，９３５

６８８

△　　２３１

繰 延 税 金 資 産

１３０

無 形 固 定 資 産

１１９，５４１

４，８８０

商 品

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

短 期 貸 付 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

３６

９６２

１ 年 内 返 済 予 定

繰 延 税 金 資 産

１，４２９

　資本金及び資本準備金減少差益

５９，５３１

資 本 準 備 金

５９，４０４

未 収 入 金

そ の 他 の 流 動 資 産

３９，６７９

１６，９９３

４，７００

１０，０００

３，７５７

２，７５３

４，６４０

１，６６８

短 期 借 入 金

１ 年 内 償 還 予 定

社 債

３５４

５３２

１０，７０９

１５８，２３９ １５８，２３９

１，０７９

１，２８７

５，２４０

△　２，７２６

３，４８２

その 他有 価証 券評 価差 額金

１，２８７株 式 等 評 価 差 額 金

１，２９２

３５，７７６

２２，５１２

２，０９４

３７，５４９

預 り 保 証 金

２４，６８４

６０５

６，６６０

繰 延 資 産

５，７４６

３９，０１９

１８，７７６

利 益 剰 余 金

２０

１２１

１，０７９

１７，０００

そ の 他 の 流 動 負 債

４０，３５３

１０，０００

１７，０００

６，３２０

資 本 金

自 己 株 式 処 分 差 益

社 債 発 行 費 ３３

その他の無形固定資産 ５８４

３，８４５

そ の 他 の 投 資

長 期 貸 付 金

３３

投 資 有 価 証 券

子 会 社 株 式

３，４３０

５６２

固 定 負 債

未 払 消 費 税 等

未 払 費 用

預 り 金 ４７４

－１－



平成１５年３月　１日から

平成１６年２月２９日まで

（単位　百万円）

４０８

前 期 繰 越 利 益 ４，４１７

中 間 配 当 額 ７４０

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

投 資 有 価 証 券 売 却 益

当 期 未 処 分 利 益

損 益 計 算 書

特 別 損 失

退 職 給 付 費 用

［ 特 別 損 益 の 部 ］

営 業外 損益 の部

営 業 外 収 益

役 員 退 職 慰 労 金

金 額

そ の 他 の 営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

支 払 利 息

科 目

［ 経 常 損 益 の 部 ］

営 業 利 益

営 業 損 益 の 部

営 業 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

３２６，１５７

５，９０３

売 上 高

そ の 他 の 営 業 収 入

営 業 費 用

売 上 原 価

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 の 営 業 外 費 用

経 常 利 益

固 定 資 産 除 却 損

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 評 価 損

新株予約 権取 得に 伴う 利益

３３２，０６０

２４１，３１４

８４，９８４ ３２６，２９８

５，７６１

６１２

５，１６６

１２５ ５３４

１７４ ７８７

８９５

４８７ １，３８２

１，４７４

１９５

１４６ ２，０３３

２１６

５，２４０

３，６６７

３０９

１，７９５

１，５６３

－２－



　重要な会計方針

　　１．有価証券の評価基準及び評価方法　　　

償却原価法（定額法）

移動平均法による原価法

その他有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

移動平均法による原価法

　　２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

店舗在庫商品は、売価還元法による原価法

加工センター等の在庫商品は、最終仕入原価法による原価法

最終仕入原価法による原価法

　　３．固定資産の減価償却の方法

建物（建物附属設備含む）及び構築物は定額法、それ以外の有形固定資産については

定率法を採用しています。

定額法を採用しています。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間 (５年）

に基づく定額法によっています。

　　４．繰延資産の処理方法 社債発行費は、商法施行規則の規定に基づき、３年間に毎期均等額を償却しています。

　　５．引当金の計上基準

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しています。

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

貯 蔵 品

有 形 固 定 資産

無 形 固 定 資産

満期保有目的の債券

時価のないもの

時価のあるもの

商 品

子 会 社 株 式

及び関連会社株式

貸 倒 引 当 金 売掛金、貸付金、未収入金等の金銭債権の貸倒れに備えるため、一般債権について

退職給付引当金

－３－



なお、会計基準変更時差異（１０，０６７百万円）については、１５年による按分

額を費用処理しています。

また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（１０年）による定額法により按分した額を発生した期から費用処理し、数理計算

上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）

による定額法により按分した額を発生の翌期から費用処理することとしています。

 （追加情報） 当会計期間において、一部の従業員が加入する厚生年金基金を脱退しました。これ

に伴い、当該基金に係る会計基準変更時差異の未認識額が２，８２６百万円減少し

ています。

　　６．リース取引の処理方法　　 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

　　７．ヘッジ会計の方法　　

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしていますので、特例処理を採用

しています。

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リスクを回避する目的で行っています。

特例処理を採用していますので、ヘッジの有効性の判定は、省略しています。

　　８．消費税等の会計処理　　　 消費税等は、税抜方式を採用しています。

　　９．当期から「商法施行規則」（平成１４年３月２９日法務省令第２２号、最終改正平成１５年９月２２日法務省令第６８号）

　　　　に基づき計算書類等を作成しています。

（会計方針の変更）

当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成１４年９月２５日企業会計基準第２号）

及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成１４年９月２５日　企業会計基

準適用指針第４号）を適用しています。

なお、この変更による影響はありません。

ヘ ッ ジ 方 針

ヘッジ手段とヘッジ 対象

ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法

ヘッジ有効性評価の 方法

－４－



 （追加情報）

賞与引当金の支給対象期間を変更いたしました。当該変更に伴い、従来の支給対象期間による場合に比較し、

賞与引当金は６６８百万円減少し、一方、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額増加して

います。

注　　記

（貸借対照表関係）

1 . 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

2 . ７，５８４百万円　 ５，２１５百万円

3 . 　　２７０百万円　 　　　１８百万円

4 . ４４，９６１百万円

5 .

により使用しています。

6 .

7 .

8 ． 商法施行規則第１２４条第３号に規定する配当制限額

資産の時価評価により増加した純資産額

9 ． 当社の店舗の賃貸人である入三商事株式会社により、賃貸借契約の増額特約に基づく賃料増額を求める訴訟を

提起され、平成１５年６月１１日に東京高等裁判所控訴審判決が下り、当社に賃料差額及び遅延損害金２２４

百万円の支払いが命じられました。当社は平成１５年６月２５日に最高裁判所に上告受理申立を行っています。

なお、支払額２２４百万円をその他の流動資産として表示しています。

（損益計算書関係）

1 . 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

2 . 子会社との営業取引による取引高　　　　　

　２２，７９８百万円 販売費及び一般管理費　　 １，１８３百万円

　　　　１４８百万円

子会社との営業取引以外の取引高 　　７２５百万円

3 . １株当たり当期純利益 円 銭

長 期 金 銭 債 権

長 期 金 銭 債 務

有 形 固 定 資 産 の減 価償 却累 計額

子 会 社 に 対 す る 短 期 金 銭 債 権

子 会 社 に 対 す る 短 期 金 銭 債 務

貸借対照表に計上した固定資産のほか、主に陳列什器、電子計算機一式及びその周辺機器他をリース契約

建 物

土 地

 ３,２６８百万円

１０,５４６百万円

担 保 に 供 し て い る 資 産

保 証 債 務

投 資 有 価 証 券

５，２９９百万円

　　　　９百万円

６６

１，２８７百万円

売 上 高

そ の 他 の 営業 収入

１２

－５－
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